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第一 基本的な考え方 

 
 平成 28 年５月に一部改正された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理

の推進に関する特別措置法」（平成 13 年法律第 65 号。以下単に「法」とい

う。）は、事業対象地域ごとに処分期間内に、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の保管事業者に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分又は処分委託す

ることを義務付け、同時に、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有事業者

にこれを廃棄（ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすること

をいう。以下同じ。）すること等を義務付けた。  

法第６条の規定に基づき、平成 28 年７月に閣議決定された「ポリ塩化ビフ

ェニル廃棄物処理基本計画」等において、各省庁は、その所掌事務に係る施設

等において保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び所有している高

濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物

処理実行計画を策定し、当該実行計画の実施状況について毎年度公表すること

とされたところである。 

人事院高濃度ＰＣＢ廃棄物実行計画は、右閣議決定を踏まえ、人事院とし

て、自ら保管する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分委託等を早期に実行

するために必要な事項を定めるものである。 
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第二 自ら管理する施設等の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ

塩化ビフェニル使用製品の保管・所有の実態に関する再調査及び早期処

理の実施 

 
１．既届出分の早期処理の推進に向けた進捗管理 

 

人事院が管理する施設等において、法に基づく保管状況等の届出又は電気

事業法（昭和 39 年法律第 170 号）に基づく管理状況の届出がされている高濃

度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の保

管・所有量を網羅的に把握する。 

また、人事院が管理する施設等が保管する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物及び所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、法で定める処

分期間内に早期の処理を完了するように、中間貯蔵・環境安全事業株式会社

への登録、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄、中間貯蔵・環境安全

事業株式会社への処分委託等を確実に行うとともに、これらの取組をできる

限り加速化する。 

なお、平成 28 年 10 月末時点において、人事院が管理する施設等で保管す

る高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管量等は、表１のとおりである。 

 

【表１】人事院が管理する施設等の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管量、

高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品所有量等 
＜高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管量等＞  

種別 単位 保管量 
中間貯蔵・環境安全事業

株式会社への登録済量 
処分予定※ 

大型変圧器等 台 － － － 

大型コンデンサー

等 
台 － － － 

安定器 個 664 0 未定 

小型変圧器・コン

デンサー 
台 1,209 1,209 

平成 30 年度

以降 

その他汚染物等 
トン 0.05 0.05 

平成 30 年度

以降 

※ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社との調整事項であり、変更がありうるもの。以下同じ。 

※ 人事院が管理する施設等において所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品はない。表

２、表３及び表４において同じ。 
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２．掘り起こし調査の実施等 
 

処分期間内の確実な処理のため、既届出分の把握や早期処理だけではな

く、管理する施設等が保管する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び所有す

る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の掘り起こし調査を改めて実施するこ

ととする。 

まずは、処理期間の末日が直近に迫っているポリ塩化ビフェニルを含有す

る変圧器、コンデンサー等について、自家用電気工作物設置者に義務付けら

れている年次点検等において当該事業用電気工作物の保安監督に携わってい

る電気主任技術者、電気管理技術者又は電気保安法人に委託して、徹底した

調査を実施する。 

また、安定器等についても、電気工事関係者等に委託する等して、計画的

に調査を行う。 

上記の取組状況の進捗を定期的に点検し、処分期間内に処分委託を完了す

るために必要な措置を講ずる。 
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第三 進捗状況と対応方針 

 

１． 人事院が管理する施設等において保管する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の処理に向けた進捗状況 

 

（１） 人事院が管理する施設等における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管量

等（平成 28 年 10 月末時点） 
  

【表２】人事院が管理する施設等における保管量等（総括表） 

＜高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物＞ 

種別 単位 保管量 
中間貯蔵・環境安全事業

株式会社への登録済量 
処分予定 

大型変圧器等 台 － － － 

大型コンデンサー

等 
台 － － － 

安定器 個 664 0 未定 

小型変圧器・コン

デンサー 
台 1,209 1,209 

平成 30 年度

以降 

その他汚染物等 
トン 0.05 0.05 

平成 30 年度

以降 

 

（２） 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の拠点的広域処理施設の事業対象地域ご

との高濃度ポリ塩化ビフェニルを含有する変圧器・コンデンサーの保管量等 

  

【表３】東京事業株式会社の事業対象地域における保管量等（処分期間：平成

34 年３月 31 日まで） 

＜高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物＞ 

種別 単位 保管量 
中間貯蔵・環境安全事業

株式会社への登録済量 
処分予定 

大型変圧器等 台 － － － 

大型コンデンサー

等 
台 － － － 

小型変圧器・コン

デンサー ※ 
台 － － － 

その他汚染物等 
トン 0.05 0.05 

平成 30 年度

以降 

※１台当たり３kg 以上のもの 
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（３） 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の拠点的広域処理施設の事業対象地域ご

との高濃度ポリ塩化ビフェニルを含有する安定器及び汚染物等の保管量等 
  

【表４】北海道及び東京事業株式会社の事業対象地域における保管量等（処分

期間：平成 35 年３月 31 日まで） 

＜高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物＞  

種別 単位 保管量 
中間貯蔵・環境安全事業

株式会社への登録済量 
処分予定 

安定器 個 664 0 未定 

小型変圧器・コン

デンサー ※ 
台 1,209 1,209 

平成 30 年度

以降 

その他汚染物等 トン － － － 

※１台当たり３kg 未満のもの                              

 

 

２． 人事院が管理する施設等において保管する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の処分期間内の早期処理に向けた対応方針 

 

人事院が管理する施設等において保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については、速やかに中間貯蔵・環境安全事業株式会社への登録を実

施し、処分までの見通しを立てることとする。また、当該見通しに基づき、

今後第四に示す方法で点検を行うこととする。 
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第四 実施状況の点検 

 
 実行計画の進捗状況については、少なくとも毎年度、必要に応じて更に短い期

間で、点検を行う。点検は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の拠点的広域処理

施設の事業対象地域ごと、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種別ごとに、処分

の予定量を踏まえ、定量的に行う。 
また、点検の結果は、毎年度当初にＨＰ上に公表することとする。
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第五 その他の措置 
 

人事院が保管する低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については、処分期間の

末日である平成 39 年３月 31 日までに自ら処分又は処分委託を確実に終え、所

有する低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、同期限までに確実な廃

棄・処分委託又はポリ塩化ビフェニルの除去に努めるものとする。 

ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を確実かつ早期に完了する

ことが優先であり、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び使用製品は、高濃度ポ

リ塩化ビフェニル廃棄物とは状況・事情が異なるため、今後、それらの使用実態

等の把握を十分に行うとともに、処理体制の充実・多様化を進めた上で、処理に

関する取組、進捗管理等を具体化する。 

なお、平成 28 年 10 月末時点において、人事院が管理する施設等で保管する

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管量等は、表５のとおりである。 

 
【表５】人事院が管理する施設等における低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物保

管量等 

＜低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物＞  

種別 単位 保管量 処分予定 

大型変圧器等 台 － － 

大型コンデンサー

等 
台 － － 

安定器 個 － － 

小型変圧器・コン

デンサー 
台 

 1 平成 29 年度 

25 未定 

その他汚染物等 トン － － 

※ 人事院が管理する施設等において所有する低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品はない。 
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【参考】中間貯蔵・環境安全事業株式会社の拠点的広域処理施設ごとの計画的

処理完了期限等 

（「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」より抜粋、一部加筆。） 

事業名（実

施場所） 

処理対象 

 

事業対象地域 

 

事業対象地域以

外に保管されて

いる処理対象物

施設能力

 

 

事業の時期 

計画的処

理完了期

限 

事業終了準備期

間※ 

北九州 

（福岡県北

九州市若松

区響町１丁

目） 

 

 

 

 

 

 

大型変圧

器・コン

デンサー

等 

Ａ地域 

 

 

 

Ｃ地域の車載変

圧器の一部、Ｄ

地域のコンデン

サーの一部 

1.5トン／

日（ポリ

塩化ビフ

ェニル分

解量） 

平成31年

３月31日 

 

 

 

平成31年４月１

日から平成34年

３月31日まで 

 

安定器及

び汚染物

等 

 

 

 

 

Ａ地域、Ｂ地域

及びＣ地域（大

阪ＰＣＢ処理事

業所及び豊田Ｐ

ＣＢ処理事業所

における処理対

象物を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

10.4トン／

日（安定

器及び汚

染物等の

量） 

 

 

平成34年

３月31日 

 

 

 

 

 

平成34年４月１

日から平成36年

３月31日まで 

 

 

 

大阪 

（大阪府大

阪市此花区

北港白津２

丁目） 

 

大型変圧

器・コン

デンサー

等 

 

Ｂ地域 

 

 

 

 

Ｃ地域の車載変

圧器の一部及び

特殊コンデンサ

ーの一部、Ｅ地

域の特殊コンデ

ンサーの一部 

2.0トン／

日（ポリ

塩化ビフ

ェニル分

解量） 

 

 

 

 

平成34年

３月31日 

 

 

 

 

平成34年４月１

日から平成37年

３月31日まで 

 

 

安定器及

び汚染物

等 

Ｂ地域（小型電

気機器の一部に

限る。） 

 

 

 

平成34年

３月31日 

 

平成34年４月１

日から平成37年

３月31日まで 

豊田 

（愛知県豊

田市細谷町

３丁目） 

 

大型変圧

器・コン

デンサー

等 

Ｃ地域 

 

 

 

Ｂ地域のポリプ

ロピレン等を使

用したコンデン

サーの一部 

1.6トン／

日（ポリ

塩化ビフ

ェニル分

解量） 

 

 

平成35年

３月31日 

 

 

平成35年４月１

日から平成38年

３月31日まで 

安定器及

び汚染物

等 

Ｃ地域（小型電

気機器の一部に

限る。） 

 

 

平成35年

３月31日 

 

平成35年４月１

日から平成38年

３月31日まで 

東京 

（東京都江

東区青海３

丁目地先） 

 

大型変圧

器・コン

デンサー

等 

Ｄ地域 

 

 

 

Ｃ地域の車載変

圧器の一部、Ｅ

地域の大型変圧

器の一部 

2.0トン／

日（ポリ

塩化ビフ

ェニル分

解量） 

平成35年

３月31日 

 

 

 

平成35年４月１

日から平成38年

３月31日まで 
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 安定器及

び汚染物

等 

 

 

Ｄ地域（小型電

気機器の一部に

限る。） 

 

北九州ＰＣＢ処

理事業所及び大

阪ＰＣＢ処理事

業所から発生す

る廃粉末活性炭

 

 

 

平成35年

３月31日 

 

 

平成35年４月１

日から平成38年

３月31日まで 

 

北海道 

（北海道室

蘭市仲町） 

 

 

 

大型変圧

器・コン

デンサー

等 

Ｅ地域 

 

 

 

 

 

 

 

1.8トン／

日（ポリ

塩化ビフ

ェニル分

解量） 

平成35年

３月31日 

 

 

 

平成35年４月１

日から平成38年

３月31日まで 

 

安定器及

び汚染物

等 

 

 

Ｄ地域及びＥ地

域（東京ＰＣＢ

処理事業所にお

ける処理対象物

を除く。） 

 

 

 

 

 

12.2トン／

日（安定

器及び汚

染物等の

量） 

平成36年

３月31日 

 

 

 

平成36年４月１

日から平成38年

３月31日まで 

 

（注）事業対象地域については、以下のとおり。 

Ａ地域：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、

佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

Ｂ地域：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

Ｃ地域：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

Ｄ地域：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

Ｅ地域：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、

新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 

 

※ 事業終了準備期間：基本計画に記載する発生量に含まれない高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理

や、処理が容易ではない機器の存在、事業終了のための準備を行う期間等を勘案し、計画的処理完了期

限の後に、事業終了準備期間が設けられた。 


